
木更ＣｏＮを活用した定住促進活動に関する協定書 

 

 ＮＰＯ法人木更ＣｏＮ（以下「甲」という。）、社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総

支部（以下「乙」という。）及び木更津市（以下「丙」という。）は、甲が運営する木更津

地域ポータルサイト木更ＣｏＮ（以下「木更ＣｏＮ」という。）を活用した木更津市におけ

る定住促進のための活動及び丙が行う定住促進のための活動に関し、次のとおり協定を締

結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲、乙及び丙の密接な連携と協力により、木更津市及びその近隣市

へ事業所等を立地する企業等に関係する者や東京湾アクアラインを挟んだ対岸に居住する

者等に対し、木更津市の優良な住宅、宅地等に関する情報（以下「物件情報」という。）及

び住環境に関する様々な情報を積極的に発信することにより、木更津市への定住を促進す

ることを目的とする。 

（甲の役割） 

第２条 甲は、木更津市における定住促進に関する情報を木更ＣｏＮに集約し、当該情報

を効果的に発信するものとする。 

２ 甲は、第３条第１項に規定する物件情報の提供を行っていることを木更ＣｏＮにより

周知するものとする。 

３ 甲は、木更津市への定住を希望する者から物件情報の提供の依頼があった場合は、乙

に連絡するものとする。 

４ 甲は、丙が行う定住促進に関する活動に協力するものとする。 

（乙の役割） 

第３条 乙は、木更津市への定住を希望する者から物件情報の提供の依頼があった場合は、

当該物件情報を集約し、これを提供するものとする。 

２ 乙は、乙が有する木更津市における定住促進に関する情報をリンク等により木更Ｃｏ

Ｎに提供するものとする。 

３ 乙は、ホームページ等への掲載、チラシ等の備え付けなどの方法により、木更ＣｏＮ

の周知を図るものとする。 

４ 乙は、甲が行う木更ＣｏＮを活用した定住促進に関する活動に協力するものとする。 

５ 乙は、丙が行う定住促進に関する活動に協力するものとする。 

（丙の役割） 

第４条 丙は、木更ＣｏＮを木更津市における定住促進のためのサイトと位置づけ、丙が

有する木更津市における定住促進に関する情報をリンク等により木更ＣｏＮに提供する

ものとする。 

２ 丙は、ホームページ等への掲載、チラシ等の備え付けなどの方法により、木更ＣｏＮ
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の周知を図るものとする。 

３ 丙は、甲が行う木更ＣｏＮを活用した定住促進に関する活動に協力するものとする。 

４ 丙は、木更津市への定住を希望する者から物件情報の提供の依頼があった場合は、乙

に連絡するものとする。 

５ 丙は、必要に応じて、甲及び乙その他定住促進を図る団体等との調整を行うものとす

る。 

（有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成２３年３月３１日までと

する。ただし、この協定の有効期間が終了する日の２月前までに、甲、乙又は丙のいず

れかからも更新しない旨の意思表示がない場合は、この協定は１年間更新されたものと

みなし、以後も同様とする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙及び丙が協議し、

定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙がそれぞれ署名・押

印の上、各自１通を保有する。 

 

  平成２２年２月２日 

 

甲 木更津市富士見１丁目２番１号 

アクア木更津８階木更津市テレワークセンター 

                  ＮＰＯ法人木更ＣｏＮ 

                   理 事 長  瓦井秀和 

 

乙 木更津市潮浜１丁目１７番５９号 

                  社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総支部 

                   支 部 長  榎本光男 

 

丙 木更津市潮見１丁目１番地 

                  木更津市 

                   市 長  水越勇雄 

 


